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（資料出所）内閣府「月例経済報告」 をもとに厚生労働省労働基準局において作成。
（注）下線は前月からの主な変更点

○ 2024年５月の月例経済報告では、「景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。先行きについては、雇
用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。」とされている。

内閣府「月例経済報告」における日本経済の基調判断（2024年１月～５月）
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基調判断(現状） 基調判断(先行き） 雇用情勢 消費者物価

１月月例 景気は、このところ一部に足踏みも
みられるが、緩やかに回復している。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回
復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸
念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、
中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、
令和６年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。

改善の動きがみられる このところ緩やかに上
昇している

２月月例 景気は、このところ足踏みもみられる
が、緩やかに回復している。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回
復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸
念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、
中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、
令和６年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。

改善の動きがみられる このところ緩やかに上
昇している

３月月例 景気は、このところ足踏みもみられる
が、緩やかに回復している。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回
復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸
念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、
中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、
令和６年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。

改善の動きがみられる 緩やかに上昇している

４月月例 景気は、このところ足踏みもみられる
が、緩やかに回復している。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回
復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸
念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、
中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、
令和６年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。

改善の動きがみられる 緩やかに上昇している

５月月例 景気は、このところ足踏みもみられる
が、緩やかに回復している。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回
復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸
念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、
中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、
令和６年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。

改善の動きがみられる 緩やかに上昇している



連合 春季賃上げ妥結状況

○ 連合の春闘第６回回答集計結果（６月５日公表）では、全体の賃上げ率は5.08％（中小4.45％）となっており、比較可能な2013
年以降で最も高い。

（資料出所）連合「2024春季生活闘争第６回回答集計結果」（2024年６月5日）をもとに厚生労働省労働基準局において作成
（注）各年データは平均賃金方式（加重平均）による定昇相当込み賃上げ率。 3

2013.5.31 2014.6.4 2015.6.4 2016.6.3 2017.6.5 2018.6.11 2019.6.7 2020.6.5 2021.6.4 2022.6.3 2023.6.5 2024.6.5
賃上げ率 1.72 2.08 2.23 2.00 1.98 2.08 2.08 1.90 1.79 2.09 3.66 5.08

中小賃上げ率 1.55 1.78 1.90 1.81 1.87 1.99 1.95 1.81 1.74 1.97 3.36 4.45
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
大手企業 1.83 2.28 2.52 2.27 2.34 2.53 2.43 2.12 1.84 2.27 3.99 5.58

中小企業 1.63 1.76 1.87 1.83 1.81 1.89 1.89 1.70 1.68 1.92 3.00 3.92
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経団連 春季労使交渉 月例賃金引上げ結果（アップ率）の推移
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経団連 春季賃上げ妥結状況

〇 2024年の経団連 春季労使交渉月例賃金引上げ結果では、アップ率は大手企業5.58％（第１回集計）、中小企業3.92％（第１
回集計）となっている。

（資料出所）経団連「春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果」「春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果」 「2024年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況」「2024年春季労使交渉・中小
企業業種別回答状況」をもとに、厚生労働省労働基準局において作成。

（注） 2023年までは最終集計結果、2024年は第１回集計結果
4
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雇用人員判断D.I.の推移（過剰－不足）

全規模 大企業 中堅企業 中小企業

（資料出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注）１．全産業の数値。

２．大企業：資本金10億円以上、中堅企業：資本金１億円以上10億円未満、中小企業：資本金２千万円以上１億円未満。

予測
（％ポイント）

予測

雇用人員判断D.Iの推移（過剰ｰ不足）

〇 2020年９月以降人手不足感が強まり続けており、中堅企業・中小企業については大企業以上に人手不足感が高まっている。
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2024年3月
2024年6月

(予測）

全規模 ▲ 36 ▲ 39

大企業 ▲ 27 ▲ 27

中堅企業 ▲ 37 ▲ 40

中小企業 ▲ 38 ▲ 43
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地域別の状況



○ ランク別に完全失業率の推移をみると、2020年４～６月期頃から特にＡランク地域において完全失業率が上昇したが、このと
ころ緩やかな改善傾向にある。

ランク別完全失業率の推移
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Ａランク 4.0 3.6 3.4 3.2 2.8 2.5 2.3 2.9 3.0 2.7 2.6 2.3 2.4 2.2 2.2 2.4 3.0 3.4 3.0 2.9 3.3 3.1 2.7 2.7 2.9 2.6 2.4 2.7 2.7 2.7 2.3 2.6

Ｂランク 3.7 3.3 3.1 2.8 2.5 2.2 2.2 2.4 2.5 2.3 2.3 2.2 2.3 2.1 2.0 2.2 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3

Ｃランク 4.0 3.6 3.4 2.9 2.6 2.2 2.2 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.4 2.7 2.5 2.5 2.7 2.8 2.4 2.1 2.5 2.4 2.3 2.1 2.3 2.5 2.4 2.2 2.4
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ランク別完全失業率の推移

Ａランク Ｂランク Ｃランク

（資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
（注）１．モデル推計による都道府県別結果。

２．各ランクに属する都道府県の完全失業者数と労働力人口をそれぞれが合算することにより算出。
３．各都道府県のランクは、現時点のランクにそろえている。

（％）



○ ランク別に有効求人倍率の推移をみると、2020年の前半に大きく低下した後、改善が続いたが、足下では横這いとなっている。

ランク別有効求人倍率の推移
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ランク別有効求人倍率の推移

Aランク Bランク Cランク

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
（注）１．各ランクに属する都道府県の有効求人数（就業地別）と有効求職者数をそれぞれが合算することにより算出。

２．月次の数値については、１の計算において、有効求人数と有効求職者数の季節調整値を用いている。
３．各都道府県のランクは、現時点のランクにそろえている。

（倍）

【2024年4月】



○ ランク別に新規求人数の水準の推移をみると、2020年４月に大きく減少した後、上昇傾向が続き、2023年以降は横ばいとな
っている。

ランク別新規求人数の水準の推移
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ランク別新規求人数の推移

Ａランク Ｂランク Ｃランク

（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
（注）１．2020年１月の新規求人数（季節調整値）を100とした場合の各月の新規求人数（季節調整値）の水準。

２．各ランクの新規求人数は、当該ランクに属する都道府県の就業地別新規求人数（季節調整値）を合算して算出。
３．各都道府県のランクは、現時点のランクにそろえている。

（2020年１月＝100）
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産業別の状況



11

主な産業の売上高経常利益率の推移

○ 主な産業の経常利益率の推移をみると、2020年４～６月期に一部の産業で大きく低下しているが、その後は、四半期ごとに
変動はあるものの、改善傾向で推移している。
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運輸業，郵便業, 4.5
3.5

宿泊業，飲食サービス業, 3.0

5.1

生活関連サービス業，娯楽業, 7.2
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主な産業の売上高経常利益率の推移
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製造業
運輸業，郵便業
宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業

（資料出所）財務省「法人企業統計」より作成。
（注）１．資本金、出資金又は基金1,000万円以上の営利法人等が対象。

２．暦年の数値は、四半期データを合算して作成。

（％）

【2024年1月～3月】



（参考）売上高経常利益率の推移（詳細）
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（資料出所）財務省「法人企業統計」より作成。
（注）１．資本金、出資金又は基金1,000万円以上の営利法人等が対象。

２．暦年の数値は、四半期データを合算して作成。

（単位：％） 2014
年

2015
年
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年
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年
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年
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年
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７～９
月

10～
12月

１～３
月

４～６
月

７～９
月

10～
12月

１～３
月

全産業（除く金融保険業） 5.0 5.4 5.5 5.9 5.9 5.7 4.7 4.6 4.4 4.0 5.6 6.3 6.0 7.7 5.2 6.6 6.6 6.3 8.4 5.7 6.0 7.0 6.3 8.9 6.5 6.5 7.1

製造業 6.1 6.1 5.8 7.6 7.5 6.3 5.5 4.7 4.9 4.8 7.5 8.6 7.8 10.7 7.4 8.4 8.7 8.5 11.2 8.9 6.5 8.4 7.0 10.5 8.6 7.5 8.4

非製造業 4.5 5.0 5.4 5.2 5.2 5.5 4.3 4.6 4.1 3.7 4.8 5.4 5.3 6.4 4.2 5.8 5.6 5.4 7.2 4.2 5.8 6.4 6.0 8.2 5.6 6.1 6.6

農林水産業 4.0 3.7 5.9 2.7 2.0 3.4 1.2 3.7 ▲5.3 0.0 5.3 4.9 6.7 5.9 2.2 4.8 5.9 2.7 7.2 3.2 9.3 6.4 7.1 4.8 4.7 9.7 2.7

鉱業、採石業、砂利採取業 35.8 24.1 14.0 21.6 19.9 22.8 8.8 19.3 13.7 13.2 ▲17.3 24.7 20.6 28.2 25.1 24.6 32.6 24.4 24.6 29.0 50.1 28.1 23.3 26.5 30.3 32.4 35.1

建設業 4.6 5.7 6.4 6.3 5.9 6.0 6.1 8.6 4.0 5.2 5.6 6.4 9.8 5.6 4.5 5.2 5.1 7.9 4.4 2.7 4.9 6.7 9.6 6.0 4.9 5.6 9.9

電気業 0.1 5.4 4.6 3.2 3.3 4.2 4.2 0.9 7.5 8.3 ▲0.1 1.6 ▲1.8 10.0 4.4 ▲3.5 ▲3.7 ▲2.5 ▲0.3 ▲6.0 ▲4.8 7.9 4.2 15.3 9.4 4.1 0.4

ガス・熱供給・水道業 4.6 9.7 6.5 5.2 3.8 5.9 5.4 6.8 7.6 4.2 2.4 2.1 4.8 8.5 ▲2.3 ▲2.7 3.0 8.6 3.4 ▲4.9 4.5 7.3 11.2 12.3 1.9 1.3 3.8

情報通信業 8.6 8.9 9.2 9.7 10.0 9.7 9.5 7.6 12.0 9.2 9.4 10.3 8.5 11.0 8.9 12.8 10.4 9.0 16.1 8.0 9.1 10.7 9.7 14.2 8.8 10.1 9.7

運輸業、郵便業 5.3 6.5 5.9 6.3 7.2 6.8 ▲1.8 0.4 ▲6.8 ▲1.3 ▲0.2 2.4 ▲0.4 2.7 0.7 6.2 7.1 2.8 8.5 5.4 11.9 7.1 2.9 11.0 7.4 7.3 4.5

卸売業・小売業 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8 2.9 2.7 2.2 2.4 2.4 3.6 3.2 2.6 3.4 2.9 3.8 3.9 3.3 5.0 3.3 4.0 3.8 3.4 4.8 3.7 3.6 3.6

不動産業、物品賃貸業 10.5 12.2 12.2 12.3 12.0 11.6 10.1 9.0 11.3 9.6 10.9 11.5 10.8 13.8 10.9 10.5 11.6 11.2 12.3 10.5 12.3 11.4 10.8 12.9 11.5 10.5 12.6

サービス業 7.8 8.0 9.8 8.2 8.0 9.1 5.8 6.6 6.8 2.8 6.5 9.1 10.1 12.0 4.6 9.3 8.3 9.0 10.9 6.1 7.3 8.7 8.1 11.7 5.8 9.3 9.8

宿泊業、飲食サービス業 3.4 4.3 4.2 4.9 3.6 2.8 ▲7.8 ▲4.7 ▲26.6 ▲5.5 ▲0.3 ▲1.2 ▲11.2 ▲7.5 1.5 8.2 0.0 ▲4.5 3.1 ▲2.4 2.8 3.5 1.1 2.4 4.8 5.4 3.0

生活関連サービス業、娯楽業 4.5 4.1 3.8 4.3 4.1 4.1 ▲2.6 0.7 ▲14.9 ▲1.4 ▲0.1 1.2 ▲0.5 1.0 ▲0.9 5.0 3.5 0.1 4.8 5.3 3.6 5.1 5.0 4.5 6.1 5.0 7.2

学術研究、専門・技術サービス業 15.6 16.4 22.4 14.4 16.0 19.9 15.9 15.8 26.6 6.1 12.9 19.3 23.3 28.4 7.2 15.1 16.5 19.9 20.9 10.0 14.7 17.3 14.8 24.5 7.5 21.1 18.2

教育、学習支援業 7.6 5.1 4.7 8.1 7.4 5.6 4.4 7.9 ▲16.9 11.5 8.1 7.9 8.1 6.0 11.0 6.5 5.8 5.8 1.3 10.4 5.4 9.4 10.1 4.9 14.0 8.0 8.1

医療、福祉業 5.9 6.1 6.8 5.1 4.3 3.8 5.0 4.9 2.8 5.1 7.0 4.8 3.5 5.8 4.4 5.2 4.7 3.2 5.2 7.3 3.0 2.0 2.0 3.3 0.8 2.0 5.1

職業紹介・労働者派遣業 3.7 4.6 5.1 6.0 5.2 5.3 5.2 4.6 5.1 2.3 8.7 6.8 5.8 5.3 6.2 9.4 6.6 6.5 6.5 8.0 5.4 5.7 4.1 9.3 5.8 3.6 2.5

その他のサービス業 5.5 6.2 7.1 7.0 6.3 6.9 6.0 6.1 6.3 4.9 6.6 7.2 7.7 8.8 5.4 6.9 6.4 7.7 7.8 5.8 4.7 6.3 7.2 8.9 4.8 4.4 7.7
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2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
2024

年

全産業 ▲8▲2 2 8 12 7 4 5 7 7 8 9 7 4 5 7 10 12 15 16 17 16 15 16 12 10 8 4 ▲4▲3▲2▲1▲8▲3▲2 2 0 2 3 6 5 8 10 13 12 9

製造業 ▲1▲6▲2 6 10 6 4 6 5 4 5 4 1 0 1 4 8 11 15 19 18 17 16 16 7 3 ▲1▲4▲1▲3▲3▲2▲6 2 5 6 2 1 0 2 ▲4▲1 0 5 4 4

運輸・郵便 ▲1▲6▲5 0 5 4 ▲1 2 5 9 11 15 12 7 4 5 9 11 13 16 11 15 13 14 13 12 11 9 ▲1▲4▲4▲3▲2▲2▲1▲1▲1▲1▲4 3 0 5 5 7 10 6

宿泊・飲食サービス ▲1▲3▲1 0 ▲1 0 ▲4▲1▲1 10 15 16 12 ▲6 2 3 1 8 6 2 1 2 ▲1▲5▲3 1 ▲2▲8▲5▲9▲7▲4▲7▲7▲7▲4▲6▲3▲2 1 3 25 31 31 30 29

対個人サービス 0 2 0 0 ▲2 4 ▲2▲3 8 11 8 15 6 3 3 2 7 12 13 12 8 10 9 11 13 15 13 8 ▲1▲6▲5▲4▲4▲3▲3▲2▲2▲7▲4 6 6 12 13 19 20 19
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主な産業の業況判断DIの推移

全産業
製造業
運輸・郵便
宿泊・飲食サービス
対個人サービス

（資料出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注）１．調査対象は、資本金２千万円以上の民間企業（「金融機関」および「経営コンサルタント業，純粋持株会社」を除く）。

２．2024年６月の数値は、2024年３月調査による「先行き（３か月後）の状況」の数値。
３．「対個人サービス」は、「洗濯・理容・美容・浴場業」「その他の生活関連サービス業」「娯楽業」「専修学校、各種学校」「学習塾」「教養・技能教授業」「老人福祉・介護事業」「その他の社会保険・社会福祉・介護事業」からなる。

（％ポイント：「良い」－「悪い」） 先行き

13

日銀短観による主な産業の業況判断ＤＩの推移

○ 日銀短観による主な産業の業況判断ＤＩの推移をみると、2020年前半に大きく低下したが、その後は改善傾向にあり、
宿泊業，飲食サービス業は2023年９月以降＋30前後で推移している。
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（資料出所）日本銀行「企業物価指数」
（注） 2024年5月速報値。

【2024年5月】

（％）

14

国内企業物価指数（前年同月比）の推移

○ 国内企業物価指数については、2023年に入ってから上昇率が縮小している。



輸入物価指数（円ベース・前年同月比）の推移

○ 輸入物価指数については、2022年10月以降、円ベース・前年同月比が縮小した。2024年５月は6.9%であり、足下では上昇傾
向である。
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（資料出所）日本銀行「企業物価指数」
（注） 2024年5月速報値。

（％）

【2024年5月】
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消費者物価の動向



（資料出所）総務省ホームページ「消費者物価指数に関するQ&A（回答）」「家計調査に関するQ＆A（回答）」、 総務省統計研究研修所次長 佐藤朋彦「統計Today No.128「実感」する消費者
物価とは」（2018年４月19日）を基に、厚生労働省労働基準局において作成。

○ 消費者物価指数の指標には、「総合」のほか、消費者物価の基調を把握するため、変動が大きい品目を除いた「生鮮食品
を除く総合」「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」があるが、中央最低賃金審議会の「主要統計資料」では、消費者と実際に
取引がある品目の価格の動きを把握するため、「持家の帰属家賃を除く総合」を利用している。

消費者物価指数の指標

「総合」 世帯が購入する財・サービスのうち、世帯の消費支出上一定の割合を占める重要な品目の価格の
指数を計算し、これをウエイト（家計の消費支出に占める割合）により加重平均したもの。

「生鮮食品を除く総合」 消費者物価の基調を把握するため、天候要因で値動きが激しい「生鮮食品」を除いたもの。

「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」
消費者物価の基調を把握するため、天候要因で値動きが激しい「生鮮食品」や、海外要因で変
動する原油価格の影響を直接受ける「エネルギー」（電気代、都市ガス代、プロパンガス、灯油、ガ
ソリン）を除いたもの。

「持家の帰属家賃を除く総合」

消費者と取引がある品目の価格の動きを把握するため、実際に市場での売買がない「持家の帰属
家賃」を除いたもの。

※ 「持家の帰属家賃」とは、実際には家賃の支払を伴わない持家住宅についても、通常の借家や借間と
同様のサービスが生産され、消費されるものと仮定して、一般市場価格で評価した概念的なもの。

※ 家計調査の「消費支出」や毎月勤労統計調査の「賃金」は、「持家の帰属家賃を除く総合」を使用し
て実質化している。

17



消費者物価指数の推移（対前年同月比）

〇 2024年5月の消費者物価指数の「総合」は＋2.8％、「生鮮食品を除く総合」は＋2.5％、「生鮮食品及びエネルギーを除く総
合」は＋2.1％、「持家の帰属家賃を除く総合」は＋3.3％となっている（いずれも対前年同月比）。
〇 物価の上昇は2023年以降、減少の傾向にあるものの、足下はプラスで推移している。
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【2024年5月】

（％）

（資料出所）総務省「消費者物価指数」

生鮮食品を除く総合
2.5

総合 2.8

持家の帰属家賃を除く
総合 3.3

生鮮食品及びエネル
ギーを除く総合 2.1



消費者物価指数の「持家の帰属家賃を除く総合」の主な項目別寄与度の推移

○ 消費者物価指数の「持家の帰属家賃を除く総合」（前年同月比）は、2024年5月に＋3.3％となっているが、主な項目別の寄
与度をみると、生鮮食品を除く食料の寄与度が大きい。またエネルギーは、2023年2月以降マイナスの寄与度が大きかったが、
2024年2月以降マイナスの寄与度は小さくなり、2024年5月はプラスに寄与している。
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消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）の前年同月比の主な項目別寄与度の推移

生鮮食品 生鮮食品を除く食料 エネルギー 通信料（携帯電話） その他 持家の帰属家賃を除く総合

2024年5月
持ち家の帰属家賃を除く総合：＋3.3％
（寄与度）
・生鮮食品 ：＋0.4％
・生鮮食品を除く食料 ：＋0.9％
・エネルギー ：＋0.6％
・通信料（携帯電話） ：＋0.1％
・その他 ：＋1.2％

（資料出所）総務省「消費者物価指数」をもとに厚生労働省労働基準局にて作成。
（注）１．各項目の寄与度は、「当該項目のウエイト／持家の帰属家賃を除く総合のウエイト×（当月の当該項目の指数－前年同月の当該項目の指数）／前年同月の持家の帰属家賃を除く総合の

指数」により算出。
２．「その他」の寄与度は、持家の帰属家賃を除く総合の前年同月比から各項目の寄与度を控除した残差として計算。
３．「エネルギー」は、電気代、都市ガス代、プロパンガス、灯油及びガソリン。



消費者物価指数の「基礎的・選択的支出項目別指数」の推移

20

○ 消費者物価指数の「基礎的・選択的支出項目別指数」 （対前年同月比）を見ると、2024年5月では、「基礎的支出項目」は＋
3.7％、「選択的支出項目」は＋2.5％となっている。

基礎的支出項目
3.7 

選択的支出項目
2.5 

-4

-2

0

2

4

6

8

1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月 7月 10
月 1月 4月

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

消費者物価指数（基礎的・選択的支出項目別指数）の推移（対前年同月比）

基礎的支出項目 選択的支出項目

【2024年5月】

（％）

（資料出所）総務省「消費者物価指数」
（注）１．基礎的支出項目（必需品的なもの）とは、支出弾力性が1.00未満の支出項目であり、食料、家賃、光熱費、保健医療サービスなどが該当。

選択的支出項目（贅沢品的なもの）とは、支出弾力性が1.00以上の支出項目であり、教育費、教養娯楽用耐久財、月謝などが該当。
２．支出弾力性とは、消費支出総額が１％変化する時に各財・サービス（支出項目）が何％変化するかを示した指標。
３．基礎的支出項目・ 選択的支出項目別指数は、持家の帰属家賃を除く総合から作成されている。



消費者物価指数の「購入頻度階級別指数」の推移

○ 消費者物価指数の「購入頻度階級別指数」 （対前年同月比）を見ると、 2024年5月では、「１か月に１回程度以上の購入」は
＋5.4％、「１ヶ月に１回程度未満の購入」は＋2.5％となっている。
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１か月に１回程度以上の購入 １か月に１回程度未満の購入

【2024年5月】

（％）

（資料出所）総務省「消費者物価指数」
（注）１．購入頻度階級別指数は、指数品目を家計調査から得られる１世帯当たり購入頻度によって区分し、購入頻度の階級区分別に指数を作成したもの。

２．購入頻度階級別指数は、持家の帰属家賃を除く総合から作成されている。
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倒産の動向



倒産件数及び物価高倒産件数の推移

（資料出所）中小企業庁 「2024年版中小企業白書」、帝国データバンク「全国企業倒産集計（2024年４月報）」、「全国企業倒産集計（2024年５月報）」
※本文の下線は厚生労働省労働基準局にて追記 23

2024年版 中小企業白書（抜粋）（左図）
第１部 令和５年度（2023年度）の中小企業の動向
第1-2-25 図は、「全国企業倒産状況」を用いて、倒産件数の推移を見たものである。これを見ると、感染症下である2020 年から

2022 年にかけて、資金繰り支援等の各種施策により、倒産件数は低水準で推移したことが分かる。一方、直近の2023 年において
は感染拡大前の水準まで増加し、8,690 件となっている。

全国企業倒産集計（2024年５月報）（抜粋）（右図）
「物価高（インフレ）倒産」は、2024年５月に99件（前年同月67件、47.8％増）発生し、過去最多だった2024年3月（106

件）に次ぐ高水準となった。業種別にみると、『建設業』（32件）が最も多く、『小売業』（19件）、『運輸・通信業』（16件）が続
いた。また、十分な価格転嫁ができず経営破綻に至った「値上げ難型」の倒産は 24 年 5 月に 13 件発生した。

全国企業倒産集計（2024年４月報）（抜粋）
2023 年度の「物価高倒産」は 837 件と全倒産の約 1 割を占め、過去最多を更新。2024 年 4 月の「円安倒産」は 5 件判明

し、23 カ月連続の発生となった。日米金利差を背景に円安基調は続くとみられ、今後も関連倒産が高水準で推移する可能性が高い。



原因別倒産状況の推移

○ 原因別の倒産状況を見ると、「販売不振」が最も多くなっている。

（資料出所）中小企業庁ホームページ「倒産の状況」（https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/tousan/)
（注）1．中小企業庁において、株式会社東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」の調査結果を、負債総額、資本金別、業種別、原因別で倒産状況を取りまとめているもの。

２．倒産とは、企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動を続けることが困難になった状態となること。また、私的整理（取引停止処分、内整理）も倒産に含まれる。
３．負債総額1,000万円以上の倒産が対象。
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2017年 422 390 447 1,044 43 5,813 31 4 49 162

2018年 409 342 374 967 56 5,799 27 8 71 182

2019年 434 337 370 844 37 6,079 38 8 56 180

2020年 390 205 361 771 34 5,729 26 2 47 208

2021年 284 101 299 674 25 4,403 18 3 34 189

2022年 285 124 401 757 45 4,525 20 2 38 231

2023年 386 156 476 939 43 6,380 22 2 31 255
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倒産件数（実数）の推移

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

10
～

12
月

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

10
～

12
月

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

10
～

12
月

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

10
～

12
月

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

10
～

12
月

１
～
３
月

４
～
６
月

７
～
９
月

10
～

12
月

１
～
３
月

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

倒産件数（実数）

25
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

倒産件数（実数）

【2023年】8,690件

（資料出所）東京商工リサーチ

【足下の推移】

【長期的な推移】

○ 倒産件数の推移をみると、2023年は継続して上昇している。一方、長期的には減少傾向にある。
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求人難型

58

41

59

後継者難型
429

倒産件数全体に占める割合（折線、右目盛）
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要因別にみた人手不足関連倒産件数の推移

求人難型 後継者難型 倒産件数全体に占める割合（折線、右目盛）

資料出所：東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」をもとに厚生労働省労働基準局にて作成
（注）負債額1,000万円以上を集計したもの。

（件）

要因別でみた人手不足関連倒産の推移

○ 人手不足関連倒産件数の推移をみると、2021年は前年の2020年を下回ったものの、近年は増加傾向にあ
り、倒産件数全体に占める人手不足関連倒産の割合は上昇している。また、人手不足関連倒産の要因は、
「後継者難型」が最も多い。
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中小企業への支援・経済対策・エネルギー価格対策等



よろず支援拠点等の支援体制の充実|35億円の内数(37.0億円の内数)|＜112億
円の内数＞
各都道府県に設置したよろず支援拠点において、働き方改革や賃上げ、被用者保険の適用拡大

などを含む、多様な経営相談に対して、専門家等による相談対応を実施。

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業|10.７億円(10.7億円)|＜
2.3億円＞

小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組等を都道府県が支援する際、国がその実行に係
る都道府県経費の一部を支援。

中小企業省力化投資補助事業＜1,000億円＞
構造的な人手不足の解決に向けて、カタログから選ぶ簡易で即効性のある省力化投資を支援。

中小企業生産性革命推進事業 ＜2,000億円＞
(独)中小企業基盤整備機構が、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導

入、国内外の販路開拓、事業承継・引継ぎ等を継続的に支援。

中小企業の生産性向上等に係る支援策 |2024年度当初予算額（2023年度当初予算額）|＜2023年度補正予算額＞

生産性向上人材育成支援センターによる支援訓練|543億円の内数(528億円の内数)|
「生産管理、IoT、クラウドの活用」等のカリキュラムを、利用企業の課題に合わせてカスタマイズし、専門的

な知見やノウハウを有する民間機関等を活用して実施。

人材開発支援助成金等による支援|640億円(652億円)|
人材開発支援助成金により、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び

技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金
の一部等を助成。
人材確保等支援助成金により、中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助

成する制度等の整備を通じて、雇用管理改善等に取り組む事業主に対して助成。
テレワークの定着・促進に向けた支援|4.4億円(5.6億円)|

雇用型テレワークについて、ガイドラインの周知、テレワーク相談センターの設置・運営、テレワーク導入に係
る助成、セミナーの開催等による導入支援を実施。

民間企業のための女性活躍促進事業|1.9億円(2.3億円)|
中小事業主を含めた全ての事業主に対し、女性活躍推進アドバイザーによる個別訪問・オンライン等によ

り企業における女性活躍推進に係る行動計画の実施等を支援。

生活衛生業関連施策

業務改善助成金 |8.2億円(9.9億円)| ＜180億円＞
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行っ

た中小企業等に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成。
働き方改革推進支援助成金|71.0億円(68.4億円)|
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業等について、その取組に要する費

用を助成。
働き方改革推進支援事業|31.4億円(36.7億円)|

働き方改革推進支援センターにおいて、労務管理等の専門家による窓口相談、企業の取組事
例や労働関係助成金の活用方法などに関するセミナー等を実施。
日本政策金融公庫による企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)

最低賃金の引上げに取り組む事業者に対し、設備・運転資金の低利貸し付け
キャリアアップ助成金|1,106億円(829億円)|
非正規雇用労働者の正社員転換、処遇改善を実施した事業主に対し助成。

被用者保険の適用拡大に当たっての周知・専門家活用支援
|7.5億円(7.4億円) |

平成28年10月の適用拡大の際には、社会保険加入のメリットや働き方の変化について企業が
従業員に丁寧に説明することが、就業調整の回避に有効であった。適用拡大を更に進めるに当た
り、労働者本人への周知・企業から従業員への説明支援のための取組を行う。

厚生労働省関連施策

経済産業省関連施策

① ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～１億円、補助率：中小1/2 小規模2/3）

… 革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援

② 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助額：～250万円、補助率：2/3等）

…小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援

③ サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：5万～450万円、補助率：1/2~3/4）

…中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸ等に向けたIT
ツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入を支援

④ 事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
（補助額：150万～600万円又は800万円、補助率：1/2~2/3）

…事業承継・M&A後の経営革新（設備投資・販路開拓等）に係る費用やM&A時の専門家活用に
係る費用、事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用を支援

・ 日本政策金融公庫の生活衛生貸付に係る特別利率の適用
…生産性向上に資する取組や従業員の賃上げに取り組む事業者に対し特別利率を適用。

・ デジタル化推進事業＜1.7億円＞
…好事例の展開等によるデジタル化の推進

・ 生活衛生関係営業収益力向上事業|1.0億円(1.0億円)|
…最低賃金のルールの徹底を図るとともに、同時に事業継承やインボイス制度に関するセミナーを開催 28



名称
2023年度

応募・申請数（件）
※一部暫定値

2023年度
実績（件）
※一部暫定値

2023年度
執行額（億円）

※一部暫定値

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助
金） 16,167 8,069 ー

小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金） 53,308 31,162 ー

サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 93,211 70,742 ー

中小企業等事業再構築促進事業 20,028 7,642 ー

業務改善助成金 19,764 13,603 151.6

働き方改革推進支援助成金 5,171 4,099 50.3

キャリアアップ助成金 72,662 65,590 521.7

人材開発支援助成金
※ 人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コー

ス、事業展開等リスキリング支援コース
61,989 38,192 197.2

人材確保等支援助成金
※ 中小企業団体助成コース、人事評価改善等助成コース、テレワークコース 41 164 1.1

中小企業の生産性向上等に係る支援策における主な補助金・助成金の実績
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業務改善助成金の執行状況

※ 事業費を除いた業務改善助成金のみの予算を記載。 （ ）内の数値は、事業費を含めた金額。
※ 四捨五入の関係から、数値が一致しない場合がある。

当初予算額

①

前年度からの
繰越額

②

補正予算額

③

次年度への
繰越額

④

予算現額

⑤＝①＋②＋
③－④

執行額

⑥

執行率
（％）

⑥／⑤

2023年度 7.9
（9.9）

92.6
（97.6）

171.7
（179.8）

94.0
（101.9）

178.2
（185.4） 151.6 85.0

2022年度 9.4
（11.9）

120.7
（125.7）

95.0
（100.0）

92.6
（97.6）

132.5
（140.0） 45.8 34.6

2021年度 9.4
（11.9）

13.7
(13.7)

129.8
（135.1）

120.7
（125.7）

32.2
（35.0） 28.9 89.8

（単位：億円）
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業務改善助成金の都道府県別実績

31

（件）
2021年度 2022年度 2023年度 2021年度 2022年度 2023年度

北 海 道 120 201 645 滋 賀 95 131 239

青 森 37 62 169 京 都 60 85 186

岩 手 68 124 254 大 阪 238 358 1,042

宮 城 45 59 196 兵 庫 108 260 577

秋 田 37 55 95 奈 良 49 72 163

山 形 65 74 147 和 歌 山 59 89 176

福 島 53 84 255 鳥 取 52 94 177

茨 城 90 101 217 島 根 35 45 161

栃 木 46 104 205 岡 山 93 104 266

群 馬 56 76 187 広 島 137 169 403

埼 玉 75 105 359 山 口 72 107 241

千 葉 115 121 242 徳 島 54 84 130

東 京 219 440 699 香 川 72 98 241

神 奈 川 171 274 437 愛 媛 65 96 173

新 潟 55 86 326 高 知 14 37 196

富 山 61 58 158 福 岡 195 219 539

石 川 54 78 189 佐 賀 38 32 211

福 井 80 91 254 長 崎 44 83 216

山 梨 17 33 128 熊 本 93 123 155

長 野 102 106 248 大 分 125 161 231

岐 阜 55 101 312 宮 崎 43 54 153

静 岡 164 181 324 鹿 児 島 25 42 122

愛 知 197 361 1,090 沖 縄 53 82 220

三 重 58 72 249 全 国 計 3,859 5,672 13,603



2 0 2 1  ( R 3 )  年夏以降の業務改善助成金の累次の要件緩和・拡充等について

2021年
８月１日～

感染症の影響により特に業況が厳しい中小企
業等に対し、賃金引上げ対象人数の拡大（最
大７人以上→10人以上）による助成上限額の
引上げ（最大450万円→600万円）
助成対象となる設備投資の範囲の拡大（定員
11人以上の自動車、パソコン・タブレット
等）

2021年
10月１日～

助成対象となる人材育成・教育訓練費用の要
件緩和（例：外部団体が行う研修等の受講費
の上限30万円→50万円）
手続の簡素化（申請に必要な賃金台帳の対象
者を全労働者から賃上げ対象者に限定）

2022年
１月13日～

感染症の影響により特に業況が厳しい中小企
業等に対し、生産性向上に資する設備投資等
に「関連する費用」（広告宣伝費、机・椅子
の増設等）も助成対象として認める特例コー
スを新設。（※）

2022年
９月１日～

特例的に拡充してきた設備投資等の範囲が適
用される事業者について、原材料費等の高騰
の影響を受けている事業者にも拡充・設備の
範囲を拡充（定員７人以上又は車両本体価格
200万円以下の自動車、パソコン・タブレット
等）
最低賃金が相対的に低い地域の事業者に対し
て助成率を引上げ

2022年
12月12日～

特に最賃引上げが困難と考えられる「事業場
規模30人未満の事業者」に対して、助成上限
額を引上げ
特例的に拡充してきた設備投資等の範囲が適
用される事業者について、生産性向上に資す
る設備投資等に「関連する経費」の支出も認
める
事業場規模を100人以下とする要件を廃止

＜2021年度＞ ＜2022年度＞

※ 特例コースについては、2023年１月31日で申請受付を終了。

＜2023年度＞

2023年
８月31日～

対象となる事業場を地域別最低賃金「＋30円
以内」から「＋50円以内」に拡大
事業場規模50人未満の事業者における特定の
期間の賃金の引上げについて、引上げ後の申
請を可能とする（2024年１月31日申請分ま
で）
事業場内最低賃金別の助成率区分の金額を引
き上げる

2024 (R6) 年度においては、以下の要件見直しを実施

2024年４月１日～
生産量要件（感染症の影響により特に業況が厳しい中小企業）の特例を廃止
特例事業者の「関連する経費」に係る支給を廃止
申請の同一年度内「２回」を「１回」に変更
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事業概要：事業承継・M&A後の経営革新（設備投資・販路開拓等）に係る費用を支援
補助率：1/2～2/3
補助上限：最大600万円 ⇒ 一定水準以上の賃上げで上限額を最大800万円に引上げ
加点措置：事業場内最低賃金＋30円の場合実施

事業概要：構造的な人手不足の解決に向けて、カタログから選ぶ簡易で即効性のある省力化投資を支援。

補助率：1/2

補助上限：最大1000万円⇒一定水準以上の賃上げで上限額を最大1,500万円に引き上げ

【2023 (R5) 年度補正 1,000億円】

• 中小企業の大胆な賃上げを促すため、各種補助金において賃上げを行った場合のインセンティブ措置（補助上

限・補助率の引上げ等）を設けている。

• 事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)については、現在公募なし。

賃上げを後押しする予算措置 【2023 (R5) 年度補正予算】

＜中小企業省力化投資補助金＞

＜事業承継・引継ぎ補助金＞
(経営革新事業) 【生産性革命推進事業 2023 (R5) 年度補正 2,000億円の内数】
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カタログを通じた汎用製品（IoT、ロボット等）の
導入支援イメージ

省力化補助金※
独立行政法人

中小企業
基盤整備機構

中小
企業等

国

基金
造成

再構築補助金（既存）

中小
企業等

※R5補正から3年間に渡って実施

再構築基金の事業スキーム（矢印：資金の流れ）

中小企業省力化投資補助事業
2023年度補正予算額 1,000億円（中小企業等事業再構築促進事業を再編して総額5000億円規模）

変革期間から3年間において、人手不足に苦しむ中小企業の省力化投資を強力に支援。
カタログから選ぶような汎用製品※の導入を補助することで、簡易で即効性がある支援措置を新
たに実施する。

※個々の事業の実情に合わせた効率化・高度化についても措置を講じ、一体的に運用

補助上限額 補助率

従業員数5名以下
200万円(300万円)

従業員数6~20名
500万円(750万円)

従業員数21名以上
1000万円(1500万円)

※賃上げ要件を達成した場合、（）内の値に補助上限額を引き上げ

1/2

・検品・仕分けシステム・無人搬送ロボット

・キャッシュレス型自動券売機

https://jp.freepik.com/free-photo/automated-guided-vehicle-
loading-
boxes_18321421.htm#query=agv&position=14&from_view=keyword
&track=sph

著作者：user6702303／出典：Freepik
https://jp.freepik.com/free-vector/smart-industry-
icon_23182671.htm#query=%E6%A4%9C%E5%93%81%E8%A3%85%E
7%BD%AE&position=31&from_view=search&track=ais

著作者：macrovector／出典：Freepik

提供：ピクスタ

https://pixta.jp/illustration/91446448
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事業承継・引継ぎ補助金 【生産性革命推進事業（2023年度補正予算 2,000億円）の内数】

• 事業承継やM＆Aに係る設備投資等、M&A時の専門家活用に係る費用(ファイナンシャルアドバイザー(FA)や
仲介に係る費用、デュー・ディリジェンス、セカンド・オピニオン、表明保証保険料等)を補助。

• 複数の中小企業を子会社化し、優良な経営資源を提供してグループ一体となって成長を目指す「中小企業の
グループ化」を支援するため、経営革新枠において、複数の中小企業がグループ全体の生産性を向上させるため
の投資を行おうとする場合、グループ一体として申請できるように運用を変更。

補助上限

補助率

対象経費

要件

600万円

経営資源引継ぎ型創業や事業承継(親族内
承継実施予定者を含む)、M&Aを過去数年以
内に行った者、又は補助事業期間中に行う予
定の者

補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り
受ける者

事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業
等を行う者

１／２・２／３＊

＊中小企業者等のうち、①小規模、②営業利
益率の低下(物価高影響等)、③赤字、④再
生事業者のいずれかに該当する場合：２／３

150万円＊

＊経営革新事業、専門家活用事業と併用申
請する場合は、それぞれの補助上限に加算

店舗等借入費、設備費、原材料費、産
業財産権等関連経費、謝金、旅費、外
注費、委託費、広報費

買手支援型：２／３
売手支援型：１／２・２／３＊
＊ ①赤字、②営業利益率の低下(物価高影

響等）のいずれかに該当する場合：２／３

謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、
保険料

１／２・２／３＊

＊経営革新事業、専門家活用事業と併用申請
する場合は、各事業における事業費の補助率

経営革新枠 専門家活用枠 廃棄・再チャレンジ枠

600~800万円＊

＊一定の賃上げを実施する場合、補助上限
を800万円に引き上げ

廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復
費、リースの解約費、移転・移設費用（併用申
請の場合のみ）

（グループ申請を新設）
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（ １ － ３ ） 賃 上 げ促 進 税 制 の 拡 充 及 び 延 長 （ 所 得 税 ・ 法 人 税 ・ 法 人 住 民 税 ・ 事 業 税 ）

• ３０年ぶりの高い水準の賃上げ率を一過性のものとせず、構造的・持続的な賃上げを実現することを目指す。

大
企
業

中
小
企
業

※１ 「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上」又は「従業員数2,000人超」のいずれかに当てはまる企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出を行うこと
が適用の条件。それ以外の企業は不要。

※２ 従業員数2,000人以下の企業（その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある法人の従業員数の合計が１万人を超えるものを除く。）が適用可能。
ただし、資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要。

※３ 中小企業者等（資本金１億円以下の法人、農業協同組合等）又は従業員数1,000人以下の個人事業主が適用可能。
※４ 継続雇用者とは、適用事業年度及び前事業年度の全月分の給与等の支給を受けた国内雇用者（雇用保険の一般被保険者に限る）。
※５ 全雇用者とは、雇用保険の一般被保険者に限られない全ての国内雇用者。
※６ 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20％。
※７ 教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05％以上である場合に限り、適用可能。
※８ 繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。

中
堅
企
業

継続雇用者※４

給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

※６

教育
訓練費※７

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍
税額

控除率
最大

控除率

＋３％ 10％

＋10％ ５％
上乗せ

プラチナくるみん
ｏｒ

プラチナえるぼし
５％

上乗せ 35％＋４％ 15％
＋５％ 20％
＋７％ 25％※１

※２

※３

継続雇用者
給与等支給額

（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍
税額

控除率
最大

控除率

＋３％ 10％
＋10％ ５％

上乗せ
プラチナくるみん

ｏｒ
えるぼし三段階目以上

５％
上乗せ 35％

＋４％ 25％

継続雇用者
給与等支給額

（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

最大
控除率

＋３％ 15％

＋20％ ５％
上乗せ 30％＋４％ 25％

ー ー
ー ー

全雇用者※５

給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

両立支援
・

女性活躍
税額

控除率
最大

控除率

＋1.5％ 15％
＋５％ 10％

上乗せ
くるみん

ｏｒ
えるぼし二段階目以上

５％
上乗せ 45％

＋2.5％ 30％

全雇用者
給与等支給額

（前年度比）

税額
控除率

教育
訓練費

（前年度比）

税額
控除率

最大
控除率

＋1.5％ 15％
＋10％ 10％

上乗せ 40％
＋2.5％ 30％

改正後 【措置期間：３年間】 改正前 【措置期間：２年間】

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能※８。

経済産業関係 2024年度
税制改正について（抜粋）
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6月までのコロナ資金繰り支援について

政
府
系
金
融
機
関

日本公庫等のコロナ特別貸付
（売上▲5％等 災害貸付金利▲0.9％）

日本公庫等の
コロナ資本性劣後ローン

2023年
9月末

2024年
3月末

金利引下げ幅を縮小の上、6ヶ月延長
（売上▲5％等 災害貸付金利▲0.5％）

※5年貸付 中小事業：0.8％
国民事業：0.8％

2024年3月現在、貸付期間5年の場合

6月末

限度額を引上げ(10億→15億)
のうえ、6ヵ月延長

6月末まで延長

6月まで延長

コロナ借換保証（100%保証は100%保証で借換）
（保証料0.2%、上限1億円、保証期間10年）

コロナセーフティネット保証4号
（売上▲20%、100%保証）

借換目的での利用は継続
（2024年3月末まで継続）

※新規融資のみでの利用は終了
（
信
用
保
証
制
度
）

民
間
金
融
機
関

6月末まで延長

6月末まで延長

民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピーク（本年4月）に万全を期すため、①コロナ資金繰り支援を本年6月
末まで延長するとともに、②経営改善・再生支援を強化する。
本年7月以降は、コロナ前の支援水準に戻しつつ（例えば、日本公庫等のコロナ特別貸付の金利引下げ幅を縮減）、経営改
善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援を基本とする方向。そのため、6月末まで施策の積極的活用を促進。
ただし、令和6年能登半島地震の被災地域については配慮が必要。

※ 災害貸付金利を適用
（金利▲0.5％を廃止）
した上で継続

※ 総合経済対策（令和5
年11月）に基づき利用を
促進

※ 能登半島地震の被災地域
については配慮

（注）経営改善サポート保証（コロナ対応）（100%保証は100%保証で借換、保証料0.2%、上限2.8億円、保証期間15年）も同様に延長

（注）物価高騰対策等として実施している日本公庫等のセーフティネット貸付の利下げ措置も同様に延長
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パートナーシップ構築宣言は、「発注者」の立場から、「代表者の名前」で、サプライチェーン全体の付加価値向上
や望ましい取引慣行の遵守等について自主的に宣言・公表することで、取引適正化に関する社内への意識徹底、
取引先からの取組の見える化等を図り、サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組。
※「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会議）」（2020年5月）において、導入を決定。
※宣言の公表は賃上げ促進税制（大企業向け）の要件であり、国・地方の補助金の加点要素にもなっている。

PS会議では、関係省庁・経済界が一堂に会し、経産省からパートナーシップ宣言企業の取引先（下請企業）
に対する調査結果を報告し、今後の課題や対応の方向性を示すとともに、宣言の拡大や取引適正化に向けた
経済界や各省庁の姿勢を確認。

【共同議長】経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）
【構成員】厚労大臣、農水大臣、国交大臣、内閣官房副長官（政務）、経団連会長、日商会頭、連合会長

※第５回は、臨時議員として全国知事会・村井会長（宮城県知事）及び矢田補佐官が出席。

「パートナーシップ構築宣言」について

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会議）

第1回は2020年5月、第2回は2020年11月、第3回は2022年2月、第４回は2022年10月11日、
第5回は2023年12月21日に開催。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等）
（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5課題（※）への取組

※①価格決定方法の適正化、②型取引の適正化、③支払条件の改善、④知的財産・ノウハウの保護、
⑤働き方改革に伴うしわ寄せ防止

１．宣言の骨子
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2024年６月14日時点で48,145社が宣言（うち、資本金3億円超の大企業は2,371社）



2024年３月13日政労使の
意見交換資料（一部改変）
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2024年３月13日政労使の
意見交換資料（一部改変）
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価格交渉促進月間（2024年３月）
フォローアップ調査結果

2024年6月21日
中小企業庁

（一部抜粋）
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2024年3月 価格交渉促進月間フォローアップ調査の概要

①アンケート調査
○調査の内容

中小企業等に、2023年10月～2024年3月末までの期間における、発注企業（最大3社分）との間の価格交渉・転嫁の状
況を問うアンケート票を送付。
調査票の配布先の業種は、経済センサスの産業別法人企業数の割合（BtoC取引が中心の業種を除く）を参考にして抽出。

○配布先の企業数 30万社
○調査期間 2024年4月18日～5月31日
○回答企業数 46,461社（※回答から抽出される発注企業数は延べ67,390社）

（参考：2023年9月調査：36,102社（延べ44,059社）
2023年３月調査：17,292社（延べ20,722社)

○回収率 15.5％ （※回答企業数/配布先の企業数）
（参考：2023年9月調査：12.0％、2023年３月調査：5.8％)

• 原材料費やエネルギー費、労務費等が上昇する中、多くの中小企業が価格交渉・価格転嫁できる環境整備のため、
2021年9月より毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と設定。2024年3月で6回目。

• 成果を確認するため、各「月間」の終了後、価格交渉・価格転嫁それぞれの実施状況について、中小企業に対して
「①アンケート調査、②下請Ｇメンによるヒアリング」を実施。必要に応じて大臣名での指導・助言等に繋げていく。

②下請Gメンによるヒアリング調査
○調査の内容

発注企業との間における価格交渉の内容や転嫁状況等について、全国の中小企業から広くヒアリングを実施。
○調査期間 2024年5月15日～6月28日（予定）
○ヒアリング件数 約2,000社（予定）
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7.8％

交渉を希望したが、
行われなかった
10.3％

価格交渉の状況

9月

直近６ヶ月間における価格交渉の状況

n= 67,390

交渉が行われた
59.4％

コストが上昇せず
価格交渉は不要
13.4％

コストは上昇したが
価格交渉は不要
16.8％

3月

n= 44,059

58.5％

発注企業からの
申し入れにより
交渉が行われた

16.4%

※①～⑨の凡例（中小企業への質問項目）は次ページ参照

17.3％

「発注企業から交渉の申し入れがあり、価格交渉が行われた」割合は、昨年9月から更に増加（14.3%→18.4%）。（昨年3月 7.7％）
発注企業との価格交渉が行われた割合も、微増（58.5%→59.4%）。

⇒ 発注企業の方からの交渉申し入れも浸透し始め、価格交渉できる雰囲気が更に醸成されつつある。
一方で、「価格交渉を希望したが、交渉が行われなかった」割合が増加（7.8%→10.3%）。
⇒ 引き続き、労務費指針の徹底等による価格交渉の機運醸成が必要。
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（参考）価格交渉 【アンケート質問票と回答分布】

9月

①

④

3月

n=44,059

①

②

⑥

⑦

⑨

n=67,390

① 発注企業から、交渉の申し入れがあり、価格交渉が行われた。 14.3% 18.4%

② 受注企業から、発注企業に交渉を申し出、価格交渉が行われた。 44.2% 41.1%

③ コストが上昇せず、価格交渉は不要と判断し、発注企業からの申し入れを辞退した。 0.2% 0.4%

④ コストが上昇せず、発注企業から申し入れはなかったが、価格交渉は不要と判断し、
受注企業から交渉を申し出なかった。 16.3% 13.1%

⑤ コストが上昇したが、価格交渉は不要と判断し、発注企業からの申し入れを辞退した。 0.5% 0.6%

⑥ コストが上昇し、発注企業から申し入れはなかったが、価格交渉は不要と判断し、
受注企業から交渉を申し出なかった。 16.8% 16.2%

⑦ コストが上昇し、発注企業から申し入れがあったが、発注減少や取引停止を恐れ、
発注企業からの申し入れを辞退した。 0.3% 0.3%

⑧ コストが上昇したが、発注企業から申し入れがなく、発注減少や取引停止を恐れ、
受注企業から交渉を申し出なかった。 5.4% 7.8%

⑨ コストが上昇し、発注企業から申し入れがなく、
受注企業から交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。 2.2% 2.2%

直近６ヶ月間における価格交渉の状況
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価格転嫁の状況① 【コスト全般】

ｎ=44,059

転嫁率（コスト全体）
：46.1％

3月
９月結果

直近６ヶ月間の全般的なコスト上昇分の転嫁状況

転嫁率（コスト全体）
：45.7％

n=67,390

コストが上昇せず、
価格転嫁は不要
12.9%

全く転嫁できず
19.8%

16.2%

63.0%

一部でも
価格転嫁できた
67.2%

①10割
②9割、8割、7割
③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤コストが上昇せず、
価格転嫁不要

⑥0割

⑦マイナス

問.直近６ヶ月間の全般的なコスト上昇分のうち、何割を価格に転嫁できたと考えますか。

20.7%

コスト全体の価格転嫁率は46.1％、昨年9月より微増（45.7%→46.1%）。

受注企業のうち、コスト増加分を全額（10割）価格転嫁できた割合（①）は約3ポイント増加（16.9％→19.6％）。一部でも価格転嫁
できた割合は、約4ポイント増加(63.0％→67.2％)。

一方、1～3割しか価格転嫁できなかった割合（④）は約4ポイント増加（19.6％→23.4％）。全く転嫁できず/減額された企業も約2割。

⇒ 価格転嫁の裾野は更に広がりつつある一方、「転嫁できた企業」と「出来ない企業」で2極化の兆しもあり、転嫁対策の徹底が重要。

①16.9％
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転嫁率33.6%

52.6%

価格転嫁の状況② 【コスト要素別】

原材料費
３
月

エネルギー費

労務費、エネルギー費の転嫁率は、原材料費と比較して約７ポイント低い水準だが、前回（昨年9月）よりも差は縮小
（▲10ポイント→▲7ポイント）。

⇒ 労務費の指針や、エネルギー費の全額転嫁を目指す旨の振興基準（本年3月改正）等の影響が、徐々に浸透しつつある。

①10割
②9割、8割、7割
③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤コストが上昇せず、
価格転嫁不要

⑥0割

⑦マイナス

労務費

転嫁率45.4%
一部でも価格転嫁できた

58.5%
９
月

３
月

９
月

転嫁率40.4%

一部でも価格転嫁できた
56.0%

50.0%

一部でも価格転嫁できた
56.7%

転嫁率36.7%

転嫁率40.0%
コストが上昇せず
価格交渉は不要

全く転嫁できずor 
減額

問. 直近６ヶ月間の各コスト上昇分のうち、何割を価格に転嫁できたと考
えますか。

転嫁率47.4%

61.2%

９
月

３
月
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2023年9月
コスト増に
対する転嫁

率

各要素別の転嫁率
2024年3月 コスト増に

対する転嫁率※
各要素別の転嫁率

原材料費 エネルギー 労務費 原材料費 エネルギー 労務費

①全体 45.7％ 45.4％ 33.6％ 36.7％ ①全体 ↑46.1% ↑47.4% ↑↑40.4% ↑40.0%

②
業
種
別

1位 化学 59.7％ 57.9％ 45.7％ 47.1％

②
業
種
別

1位 化学 ↑61.0% ↑↑63.2% ↑↑54.1% ↑51.1%
2位 食品製造 53.7％ 52.5％ 37.6％ 39.9％ 2位 製薬 ↑53.5% ↑↑56.5% ↑↑↑49.7% ↑↑↑44.1%
3位 電機・情報通信機器 53.4％ 55.2％ 37.8％ 39.9％ 3位 機械製造 ↓51.9% ↑57.0% ↑↑45.3% ↑43.3%
4位 機械製造 53.3％ 55.5％ 38.9％ 39.8％ 4位 飲食サービス ↓51.5% ↑↑53.0% ↑38.3% ↑37.8%
5位 飲食サービス 52.1％ 47.6％ 34.0％ 35.7％ 5位 電機・情報通信機器 ↓51.2% ↑55.9% ↑↑43.8% ↑42.9%
6位 製薬 50.7％ 49.3％ 29.4％ 27.8％ 6位 食品製造 ↓50.0% ↓51.6% ↑↑42.7% ↑41.2%
7位 卸売 50.5％ 50.5％ 35.1％ 35.6％ 7位 繊維 ↑49.9% ↑↑51.4% ↑↑↑43.2% ↑↑41.3%
8位 造船 50.2％ 53.6％ 40.1％ 38.3％ 8位 造船 ↓49.1% ↑53.8% ↑↑45.2% ↑42.5%
9位 紙・紙加工 49.2％ 48.7％ 33.7％ 34.2％ 9位 鉱業・採石・砂利採取 ↑↑48.6% ↑↑47.8% ↑↑43.3% ↑↑↑42.0%
10位 金属 48.8％ 50.6％ 35.2％ 34.4％ 10位 電気・ガス・熱供給・水道 ↑↑48.3% ↑↑49.4% ↑↑↑44.9% ↑↑45.1%
11位 小売 48.7％ 47.3％ 33.2％ 35.0％ 11位 情報サービス・ソフトウェア ↑↑47.1% ↑↑↑39.7% ↑↑↑35.1% ↓46.2%
12位 印刷 48.2％ 49.3％ 29.7％ 33.1％ 11位 小売 ↓47.1% ↑47.8% ↑↑40.5% ↑38.6%
13位 繊維 47.0％ 43.4％ 32.0％ 33.1％ 11位 自動車・自動車部品 ↑47.1% ↑54.8% ↑↑47.2% ↑↑37.2%
14位 広告 45.9％ 40.8％ 30.9％ 41.0％ 14位 卸売 ↓47.0% ↓47.5% ↑39.6% ↑38.3%
15位 建材・住宅設備 45.3％ 47.5％ 30.6％ 33.5％ 15位 広告 ↑46.9% ↑↑49.1% ↑↑40.2% ↑42.3%
16位 建設 45.1％ 44.5％ 35.1％ 41.2％ 15位 建設 ↑46.9% ↑47.3% ↑↑42.0% ↑43.8%
17位 自動車・自動車部品 44.6％ 51.3％ 37.8％ 28.8％ 17位 金属 ↓46.2% ↓49.8% ↑↑41.5% ↑37.9%
18位 金融・保険 42.4％ 40.1％ 29.0％ 39.1％ 18位 紙・紙加工 ↓↓45.1% ↓45.9% ↑37.5% ↑37.4%
19位 石油製品・石炭製品製造 42.0％ 46.0％ 32.1％ 29.9％ 19位 建材・住宅設備 ↓44.4% ↓47.0% ↑↑39.5% ↑↑39.4%
20位 電気・ガス・熱供給・水道 41.1％ 41.4％ 32.3％ 37.2％ 20位 石油製品・石炭製品製造 ↑43.9% ↑↑51.8% ↑↑38.8% ↑↑37.4%
21位 鉱業・採石・砂利採取 40.6％ 38.0％ 34.6％ 31.1％ 21位 印刷 ↓↓43.5% ↓46.6% ↑↑37.2% ↑34.7%
22位 不動産業・物品賃貸 39.7％ 36.5％ 29.5％ 35.2％ 22位 不動産業・物品賃貸 ↑42.1% ↑↑41.8% ↑↑38.7% ↑38.9%
23位 情報サービス・ソフトウェア 39.6％ 21.9％ 18.5％ 46.5％ 23位 通信 ↑↑40.8% ↑38.9% ↑↑↑35.0% ↑↑38.3%
24位 廃棄物処理 34.0％ 28.0％ 27.1％ 27.8％ 24位 廃棄物処理 ↑↑39.1% ↑↑35.0% ↑↑34.8% ↑↑34.6%
25位 通信 32.6％ 35.2％ 22.8％ 31.0％ 25位 金融・保険 ↓↓35.3% ↓↓34.1% ↓28.8% ↓↓32.3%
26位 放送コンテンツ 26.9％ 28.6％ 21.1％ 32.0％ 26位 放送コンテンツ ↑↑33.7% ↑↑33.8% ↑↑27.8% ↓31.7%
27位 トラック運送 24.2％ 17.3％ 20.7％ 19.1％ 27位 トラック運送 ↑28.1% ↑↑24.6% ↑↑25.9% ↑24.0%

- その他 41.9％ 40.3％ 30.9％ 36.4％ - その他 ↑44.3% ↑44.2% ↑↑38.4% ↑39.8%

製造業系が上位にあり、トラック運送、放送コンテンツ等が低いといった全体的な傾向は従前通りだが、トラック運
送は約4ポイント、放送コンテンツは約7ポイント上昇。

※9月時点との変化幅と矢印の数の関係（例）↑： １～４ポイント上昇、 ↑↑：5～９ポイント上昇、↑↑↑：10ポイント以上上昇

価格転嫁の実施状況の業種別ランキング（発注企業の業種毎に集計）
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受注者として、価格転嫁して貰えている業種（上位にある業種）は、発注者としても価格転嫁に応じている傾向。
製造業系が上位にあり、トラック運送、放送コンテンツ等が低い全体的な傾向は従前通りだが、トラック運送は約7ポイント、放
送コンテンツは約12ポイント上昇。

受注企業の業種毎に集計した価格転嫁の業種別ランキング

2023年9月
コスト増に
対する転嫁

率

各要素別の転嫁率
2024年3月

コスト増に
対する転嫁率

※

各要素別の転嫁率
原材料費 エネルギー 労務費 原材料費 エネルギー 労務費

①全体 45.7% 45.4% 33.6% 36.7% ①全体 ↑46.1% ↑47.4% ↑↑40.4% ↑40.0%

②
業
種
別

1位 紙・紙加工 61.7% 59.6% 41.8% 42.9%

②
業
種
別

1位 製薬 ↑↑↑60.0% ↑↑↑73.8% ↑↑↑67.5% ↑↑↑60.0%
2位 卸売 60.1% 60.8% 40.4% 40.7% 2位 化学 ↑58.6% ↑↑62.4% ↑↑↑50.1% ↑↑45.2%
3位 機械製造 55.2% 56.3% 41.0% 41.8% 3位 卸売 ↓↓55.9% ↓57.3% ↑↑46.2% ↑44.3%
4位 化学 54.4% 57.0% 39.2% 35.4% 4位 機械製造 ↓54.2% ↑58.8% ↑↑48.6% ↑↑46.9%
5位 食品製造 53.1% 51.8% 40.0% 40.1% 5位 電機・情報通信機器 ↓51.0% ↑56.0% ↑↑44.2% ↑43.2%
6位 電機・情報通信機器 52.5% 54.7% 37.2% 40.8% 6位 小売 ↓49.7% ↑50.8% ↑↑40.7% ↑↑39.7%
7位 鉱業・採石・砂利採取 50.8% 42.5% 42.3% 35.4% 7位 繊維 ↑↑49.5% ↑↑50.4% ↑↑↑44.5% ↑↑↑43.0%
8位 小売 50.7% 49.0% 32.5% 33.5% 8位 食品製造 ↓49.3% ↓50.3% ↑43.1% ↑40.8%
9位 金属 49.5% 53.7% 36.7% 34.3% 9位 紙・紙加工 ↓↓↓47.7% ↓↓50.4% ↓38.2% ↓↓37.5%
10位製薬 48.9% 37.8% 30.0% 25.7% 10位 印刷 ↓47.4% ↑49.8% ↑↑↑40.8% ↑↑38.3%
11位印刷 48.1% 49.4% 29.8% 30.5% 11位 建材・住宅設備 ↑47.0% ↓47.6% ↑↑↑39.6% ↑40.1%
12位建材・住宅設備 46.9% 47.8% 29.6% 35.2% 12位 金属 ↓46.4% ↓52.4% ↑41.6% ↑37.3%
13位繊維 44.4% 40.9% 33.1% 32.8% 13位 情報サービス・ソフトウェア ↑↑46.3% ↑↑↑40.7% ↑↑↑35.5% ↓45.8%
14位建設 43.8% 43.8% 35.4% 41.2% 14位 建設 ↑46.2% ↑46.7% ↑↑41.9% ↑43.6%
15位石油製品・石炭製品製造 42.1% 49.7% 32.0% 27.8% 15位 広告 ↑↑45.8% ↑↑44.1% ↑↑↑40.6% ↑↑43.1%
16位金融・保険 40.0% 48.0% 28.3% 50.0% 16位 電気・ガス・熱供給・水道 ↑↑44.7% ↑↑46.7% ↑↑↑41.1% ↑↑39.8%
17位広告 39.2% 35.2% 22.1% 33.2% 17位 造船 ↑↑43.7% ↑50.4% ↑↑↑45.5% ↑41.1%
18位自動車・自動車部品 39.1% 49.3% 37.1% 22.9% 18位 自動車・自動車部品 ↑43.2% ↑↑54.8% ↑↑45.8% ↑↑↑33.1%
19位情報サービス・ソフトウェア 38.8% 21.0% 17.2% 46.6% 19位 鉱業・採石・砂利採取 ↓↓41.2% ↓39.0% ↓↓37.1% ↓32.8%
20位造船 37.7% 45.5% 35.3% 37.8% 20位 石油製品・石炭製品製造 ↓40.9% ↑51.0% ↑35.6% ↑31.0%
21位電気・ガス・熱供給・水道 35.5% 38.1% 28.1% 32.5% 21位 通信 ↑↑↑38.5% ↑↑↑38.6% ↑↑↑36.0% ↑↑↑37.8%
22位飲食サービス 33.5% 34.2% 19.6% 19.7% 22位 金融・保険 ↓37.1% ↓↓↓30.3% ↑32.1% ↓↓↓33.8%
23位廃棄物処理 29.0% 24.8% 24.4% 26.7% 23位 不動産業・物品賃貸 ↑↑36.5% ↑↑↑35.5% ↑↑↑36.4% ↑↑33.8%
24位不動産・物品賃貸 27.8% 23.3% 20.9% 25.6% 24位 放送コンテンツ ↑↑↑35.3% ↑↑↑36.6% ↑↑↑32.4% ↑↑35.3%
25位トラック運送 24.8% 16.1% 22.2% 19.4% 25位 廃棄物処理 ↑32.8% ↑29.2% ↑29.2% ↑27.3%
26位通信 24.4% 25.6% 17.6% 21.0% 26位 トラック運送 ↑↑32.2% ↑↑↑28.0% ↑↑30.1% ↑↑28.7%
27位放送コンテンツ 23.7% 23.5% 16.2% 27.9% 27位 飲食サービス ↓↓25.9% ↓32.0% ↑20.2% ↑20.8%
- その他 40.3% 36.6% 29.0% 37.2% - その他 ↑42.7% ↑41.5% ↑↑37.2% ↑39.4%

※9月時点との変化幅と矢印の数の関係 （例）↑： １～４ポイント上昇、 ↑↑：5～９ポイント上昇、↑↑↑：10ポイント以上上昇 49



（参考）受注企業の視点での価格転嫁の状況
● 本調査は、受注企業に対して送付。
● 受注企業が、発注企業に対して交渉、転嫁して貰えたか、そのスコアを業種ごとに集計。

発注企業a
広告

発注企業b
放送コンテンツ

発注企業c
食品製造

発注企業d
造船

受注企業A
紙・紙加工業

受注企業X
機械製造業

受注企業B
紙・紙加工業

・・・

・・・

例）紙・紙加工業に属する受注企業が、様々な業種の発注企業に対して価格交渉、価格転嫁できたか

交渉10点
転嫁6点

交渉8点
転嫁4点

交渉4点
転嫁2点

【紙・紙加工業】 交渉点数→(10+2+3+8)÷4=5.75
転嫁点数→(6+2+1+4)÷4=3.25

交渉10点
転嫁6点

交渉2点
転嫁2点

交渉8点
転嫁4点 交渉4点

転嫁2点

交渉2点
転嫁2点

交渉3点
転嫁1点

交渉3点
転嫁1点

・・・

交渉8点
転嫁4点

交渉８点
転嫁４点
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（参考）業種別 価格交渉と価格転嫁との比較

価格転嫁 価格転嫁率
全体 46.1%

業
種
別

1位 化学 61.0%
2位 製薬 53.5%
3位 機械製造 51.9%
4位 飲食サービス 51.5%
5位 電機・情報通信機器 51.2%
6位 食品製造 50.0%
7位 繊維 49.9%
8位 造船 49.1%
9位 鉱業・採石・砂利採取 48.6%
10位 電気・ガス・熱供給・水道 48.3%
11位 情報サービス・ソフトウェア 47.1%
11位 小売 47.1%
11位 自動車・自動車部品 47.1%
14位 卸売 47.0%
15位 広告 46.9%
15位 建設 46.9%
17位 金属 46.2%
18位 紙・紙加工 45.1%
19位 建材・住宅設備 44.4%
20位 石油製品・石炭製品製造 43.9%
21位 印刷 43.5%
22位 不動産業・物品賃貸 42.1%
23位 通信 40.8%
24位 廃棄物処理 39.1%
25位 金融・保険 35.3%
26位 放送コンテンツ 33.7%
27位 トラック運送 28.1%

- その他 44.3%

価格交渉が比較的行われている業種は、価格転嫁（値上げ）にも応じている傾向（例：化学、製薬）。
他方、価格交渉には応じているが、結果としての転嫁（値上げ）を認める割合は低い業界もある（例：廃棄物処
理、印刷）。

価格交渉 平均点数
全体 6.54

業
種
別

1位 化学 7.54
2位 鉱業・採石・砂利採取 7.39
3位 製薬 7.38
4位 電気・ガス・熱供給・水道 7.18
5位 廃棄物処理 7.01
6位 飲食サービス 6.98
7位 繊維 6.94
8位 卸売 6.89
9位 情報サービス・ソフトウェア 6.88
10位 小売 6.70
10位 広告 6.70
12位 食品製造 6.63
13位 建設 6.61
14位 印刷 6.54
15位 電機・情報通信機器 6.51
16位 造船 6.46
17位 機械製造 6.44
18位 紙・紙加工 6.42
19位 放送コンテンツ 6.38
20位 自動車・自動車部品 6.33
21位 通信 6.15
21位 不動産業・物品賃貸 6.15
23位 金属 6.12
24位 建材・住宅設備 6.10
25位 トラック運送 5.62
26位 石油製品・石炭製品製造 5.23
27位 金融・保険 5.21

- その他 ー
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（参考）価格交渉と価格転嫁の関係
「価格交渉は行われたが、全く価格転嫁ができなかった」企業の割合が高い業種は、トラック運送、放送コンテンツ、金融・保険
など。
但し、こうした企業の割合は、業種全体的にみると、昨年9月調査時点と比べて減少。

順位 業種名 2023年9月：価格交渉は行われたが、
全く転嫁できなかった企業の割合

2024年3月：価格交渉は行われたが、
全く転嫁できなかった企業の割合

転嫁率
（コスト全体）

ー 全体 11.4% 9.6% 46.1%
1位 製薬 13.0% 2.1% 53.5 %
2位 飲食サービス 7.0% 5.1% 51.5 %
3位 化学 8.7% 5.9% 61.0 %
4位 繊維 8.0% 6.7% 49.9 %
5位 機械製造 8.9% 7.2% 51.9 %
6位 造船 12.1% 7.4% 49.1 %
7位 電機・情報通信機器 8.7% 7.7% 51.2 %
8位 食品製造 7.0% 7.8% 50.0 %
9位 卸売 7.9% 8.1% 47.0 %

10位 金属 10.1% 8.3% 46.2 %
11位 紙・紙加工 12.1% 8.6% 45.1 %
12位 小売 10.6% 8.9% 47.1 %
13位 自動車・自動車部品 13.0% 9.4% 47.1 %
13位 建材・住宅設備 8.7% 9.4% 44.4 %
15位 広告 11.1% 9.5% 46.9 %
15位 情報サービス・ソフトウェア 12.8% 9.5% 47.1 %
15位 建設 11.4% 9.5% 46.9 %
18位 印刷 7.6% 9.6% 43.5 %
18位 電気・ガス・熱供給・水道 15.0% 9.6% 48.3 %
20位 石油製品・石炭製品製造 14.0% 9.8% 43.9 %
21位 鉱業・採石・砂利採取 7.9% 10.6% 48.6 %
22位 通信 23.9% 11.0% 40.8 %
23位 廃棄物処理 13.1% 12.4% 39.1 %
24位 不動産業・物品賃貸 16.5% 13.5% 42.1 %
25位 金融・保険 16.7% 16.0% 35.3 %
26位 放送コンテンツ 25.6% 19.0% 33.7 %
27位 トラック運送 28.9% 19.7% 28.1 % 52



（今回初の調査①） 労務費についての価格交渉の状況
今回調査では、昨年11月に「労務費の指針」が策定・公表されたことを踏まえ、「労務費について、価格交渉できたか」調査。
価格交渉が行われた企業（59.5％）のうち、その約7割において、労務費についても価格交渉が実施された。
一方で、約１割（8.8％）の企業が、「労務費が上昇し、価格交渉を必要と考えたが出来なかった」と回答。 そうした企業からの具
体的な声は、以下の通り。（例：労務費アップは自助努力で対応すべき）

⇒ 引き続き、公正取引委員会等と連携し、「労務費の指針」を周知・徹底していく。

3月

労務費の価格
交渉も行われた
68.9%

労務費が上昇せず
価格交渉は不要

労務費は上昇したが
価格交渉は不要

労務費が上昇し、
価格交渉は必要と判断したものの、
交渉できなかった

n= 40,061

▲ 労務費については、「自助努力で解決すべきとして、交渉自体を拒否」された。
▲ 労務費上昇分について要求されるエビデンスを示す事が出来ず、諦めざるを得なかった。
▲ 価格交渉しようとしたが、「労務費が上昇しているのは御社だけではありません。」と言われ、交渉に応じてもらえなかった。
▲ 10年以上同様の業務（工事）を請け負っている為、価格を毎年同じにしている。

アンケート回答企業からの具体的な声

n= 67,390
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（今回初の調査②） 正当な理由のない原価低減要請等により代金減額があった企業
今回調査では、正当な理由のない原価低減要請等により価格転嫁できず、結果、代金が減額となったケースを選択肢に追加。 この
選択肢を、アンケート回答企業のうち、1.2％（約800社）が選択。
発注企業の業種別に見ると、全体平均(1.2%)を上回った業種は、以下の通り （※ 回答数（n）が全体の1％（674社）超の業種に限る）

建設（1.7%）、繊維（1.6%）、自動車・自動車部品（1.4%）、石油製品・石炭製品製造（1.3%） 、機械製造（1.2%）
そうした企業からの具体的な声は、以下の通り。（例：一方的に値引きを強制された。 ） 中には、下請法違反（減額）が疑われる
事例や、「原価低減要請」に係る振興基準上不適切と思われる事例も存在。
⇒ これら情報も端緒として、下請法の執行を強化する。

※アンケート回答企業からの具体的な声
▲ 毎年、「原価低減活動」と称して、コストダウンを求められる。
▲ 販売価格の上限が設定されており、しかもそれが毎年下げられている。
▲ 「割戻金」を要請される。
▲ 「歩引き」が行われる。
▲ 過去5年にわたり、交渉しても「そんな事を言ってくるのはあなただけ。 ウチの価格に不満なら他の下請を使う」等と言われる。
▲ 決めている価格から、「一定期間の金利引き」をされる。

※参考：下請振興法に基づく「振興基準」に規定された、原価低減要請に関する望ましくない事例

① 具体的な根拠を明確化せず、又は目標数値のみを提示して、原価低減要請を行うこと。

② 原価低減要請に応じることが発注継続の前提であることを示唆して、事実上、原価低減を押し付けること。

③ 口頭で削減幅等を示唆した上で、下請事業者から見積書の提出を求めること等、

書面等の記録を残さずに原価低減要請を行うこと。
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発注企業側の好事例
受注側のアンケート回答企業からの具体的な声や、発注企業へのヒアリングにより、発注企業側の
好事例も情報収集。
取引方針の改善の参考として、周知していく。

1. 以前は、発注企業の特定の部門（製造部品）だけで定期的に価格交渉していたが、昨年度より、
その他の部門（運輸部門）においても、価格交渉の窓口を設置され、実際に交渉が始まった。
ドライバー不足問題から、特に労務費においては、要望額以上の値上げ回答額が提示された。

2. 発注企業から価格交渉を申出てほしい旨の連絡があり、記入例やフォーマットも送付して貰えた。
また、「他の受注企業からは価格値上げの交渉が入っているが、御社からは未だ来てないが、大丈
夫か？」と、フォローも受けた。

3. 労務費に関する価格協議は、まずは受注企業の希望する取引価格を提示して貰い、その根拠資
料の提示が難しい場合に、受注企業も答えやすい「シンプルな試算式」を送付した。

4. 発注企業から、全ての取引先を対象にレターを送付。 送付後、その到着状況を確認し、電話や
メール、会議、商談等の場で「対話」を続け、状況をモニタリング。価格交渉に積極的に応じる姿
勢を伝えている。

ご参考：取引適正化に向けた発注企業の取り組み例 （令和6年3月11日：中小企業庁）
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/tenka_torihiki_tekiseika/ordering_company.pdf
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今後の価格転嫁・取引適正化対策
価格交渉できる雰囲気は醸成されつつあるが、価格転嫁率のさらなる向上が必要。

今後の最低賃金の改定時期、取引価格の改定時期を見据え、中小・小規模事業者の
賃上げ原資確保のためにも、粘り強く、以下の価格転嫁対策を継続して行く。

① ８月上旬目途：発注企業の社名リストの公表

② 社名リストの公表後：評価が芳しくない発注企業の経営者トップへの事業所管大臣名
での指導・助言

③ ９月：「9月の価格交渉促進月間」に向けて、価格交渉・転嫁を呼び掛け

④ パートナーシップ構築宣言の更なる拡大・実効性の向上
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デフレ完全脱却のための総合経済対策（2023年11月２日閣議決定）

57（資料出所）内閣府HPより抜粋



58（資料出所）内閣府HPより抜粋



ガソリン全国平均価格の推移
2022年10月の経済対策の記載では、「来年１月以降も、補助上限を緩やかに調整しつつ実施し、その後、来
年６月以降、補助を段階的に縮減する一方、高騰リスクへの備えを強化する」こととしていた。
これに基づき、2023年6月以降、補助を段階的に縮減してきたが、夏の産油国の自主減産が本格化し、為替
動向も相まって、ガソリン全国平均価格は、過去最高（2008年8月以来）となる全国平均価格185.1円を
超過。
2023年9月7日から新たな措置を実施し、ガソリン全国平均価格は175.0円/L(2024年5月27日時点)まで低下。

171.2 
175.2 174.1 

168.2 

173.9 
172.7 169.8 169.2 

167.6 168.2 167.6 167.4 168.1 168.1 

180.3 

186.5 

176.9 

173.4 175.0 174.6 
174.8 

175.0 

170.2 

（173.7 ）

（189.7 ）

（203.8 ）

（207.6 ）

（215.8 ）
（214.6 ）

（199.4 ）

（208.7 ）

（200.3 ）

（182.8 ）

（186.4 ）
（186.7 ）

（176.1 ）

（187.0 ）
（186.3 ）

（195.7 ）

（212.4 ）

（210.5 ）

（187.8 ）

（196.2 ）

（200.4 ）（200.5 ）

166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216

18.8円
抑制

39.4円
抑制

レギュラーガソリン・全国平均価格
（円/リットル）

2.5円
抑制

拡充策 拡充策

41.9円
抑制

14.6円
抑制

上限切下げ

8.0円
抑制

補助率
引き下げ

25.4円
抑制

18.9円
抑制19.3円

抑制

41.9円
抑制

14.5円
抑制

29.7円
抑制

29.6円
抑制

39.5円
抑制

32.7円
抑制

5月30日～6月5日の支給額

25.7円
※2023年8月30日に公表した新たな
激変緩和措置に基づき算出

新制度

35.5円
抑制

9.2円
抑制

37.1円
抑制 12.8円

抑制

6.0円
抑制 21.6円

抑制
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電気・ガス価格激変緩和対策事業
（総予算額：3兆7,490億円 うち2022年度第2次補正：3兆1,074億円、2023年度補正：6,416億円）

電気・都市ガスの小売事業者等が、需要家の使用量に応じ、電気・都市ガス料金の値引きを実施。

当該措置は2024年５月使用分まで講じ、同5月使用分については激変緩和の幅を縮小する。

2024年4月使用分まで
＜電気＞
低圧：3.5円/kWh
高圧：1.8円/kWh

＜都市ガス＞
15円/㎥
※家庭及び年間契約量1,000万㎥未満の企業等が対象

値引き単価

2024年5月使用分
＜電気＞
低圧：1.8円/kWh
高圧：0.9円/kWh

＜都市ガス＞
7.5円/㎥
※家庭及び年間契約量1,000万㎥未満の企業等が対象
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